
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年紀伊半島大水害 
 

大規模土砂災害に関する調査・研究報告 

平成 27年２月 

奈  良  県 

深層崩壊研究会 
大規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会 監修 



    
は じ め に 

 
 平成 23 年 8月 30 日～9月 5日にかけて、台風第 12 号（Talas）が日本列島を縦断し
ました。この台風は大型でゆっくりとした動きであったため、長時間にわたって、台風

周辺の湿った空気が紀伊半島に流れ込み、奈良県南部地域の山沿いを中心に数百年に一

度の記録的な大雨が降りました。この大雨により、奈良県南部地域で“深層崩壊”と呼

ばれる大規模な斜面崩壊が多発し、人的被害（死者 14 名、行方不明者 10 名）、家屋被

害（全壊 49 棟、半壊 71 棟）等の甚大な被害を引き起こし、その後の復旧・復興にも大

きな影響を与えました（以下、紀伊半島大水害）。 

 奈良県では、こうした甚大な被害を踏まえ、『奈良県紀伊半島大水害復旧・復興計画』

を策定し、復旧・復興に向けた取り組みの 1つとして“安全・安心への備え”を掲げ、

“深層崩壊のメカニズム解明と対策研究”を目的とした『深層崩壊研究会』（以下、研

究会）、“大規模土砂災害の監視・警戒・避難のシステムづくり”を検討するための『大

規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会』（以下、検討会）を設置しました。 

 本報告は、研究会・検討会で実施した調査・研究の結果をまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深層崩壊研究会と大規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会の位置づけ 
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1. 気象関連資料（紀伊半島大水害における降雨） 
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付属DVDは、奈良県立図書情報館に収蔵されている本報告で
閲覧することができます。
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1.  深層崩壊研究会の概要  

奈良県では、平成 23年台風第 12号による紀伊半島大水害を受けて、学識経験者、国
土交通省、奈良県により構成される深層崩壊研究会（以下、研究会）を設置しました。

研究会では、平成 23年台風第 12号により多数発生した深層崩壊や河道閉塞などの大規
模土砂災害について、メカニズム解明のための調査・研究を進め、得られた技術的知見

を“大規模土砂災害の監視・警戒・避難のシステムづくり”に反映しました。 
また、調査・研究成果は次世代へ伝承する貴重なデータとなることから、『紀伊半島

大水害大規模土砂災害アーカイブ』としてとりまとめるとともに、研究成果を踏まえ、

深層崩壊の発生危険度を示すための『奈良県深層崩壊マップ』を作成しました。 
研究会は平成 24年 2月から平成 27年 1月にかけて計 12回開催しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1 深層崩壊のメカニズム解明と対策研究を推進するための体制 

【名称】 
深層崩壊研究会 

【設置目的】 
平成 23 年台風第 12 号により多数発生した深層崩壊や河道閉塞（天然ダム）な

どによる大規模土砂災害（紀伊半島大水害）について、今後、このような災害に

備えるため、深層崩壊のメカニズム解明のための研究を進め、得られた成果・技

術的知見をその対策に反映することを目的とする。 

【所掌事項】 
(1) 紀伊半島大水害における大規模土砂災害の実態把握と災害記録の保存に関

すること 
(2) 深層崩壊マップに関すること 

(3)「大規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会」が必要とする技術的研

究に関すること 
(4) その他、研究会の目的達成に必要な事項に関すること 
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2.  深層崩壊に関する調査  

紀伊半島大水害における深層崩壊の実態を把握するため、以下の調査を行いました。

調査結果は深層崩壊カルテ（調査編、被害・避難編、総合編）としてとりまとめました。 

2.1. 紀伊半島大水害における深層崩壊の抽出 

 紀伊半島大水害直後に撮影した航空写真の判読から、奈良県内において約 1,800箇所
の崩壊地が確認され（図 2.1.1 参照）、そのうち、崩壊面積 10,000m2以上、推定崩壊深

10mを超える大規模崩壊を深層崩壊と定義し、54箇所を抽出しました（図 2.1.2参照）。 
また、国土交通省によると、紀伊半島全体で約 3,000箇所の崩壊があり、崩壊土砂量

は約 1億 m3と推定されています※。このうち、9割近い約 8,600万 m3が奈良県で崩壊

したものでした。 

※ 平成 23年 10月 11日 国土交通省水管理・国土保全局砂防部発表資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀伊半島大水害における深層崩壊箇所 

図 2.1.2 紀伊半島大水害における深層崩壊箇所 

図 2.1.1 航空写真による 
崩壊地判読図 

 

国土地理院の数値地図 200000（地図画像）
『和歌山、田辺、伊勢、木本』を掲載 
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2.2. 深層崩壊の発生に関する調査 

深層崩壊の発生に関する実態を把握するため、紀伊半島大水害における深層崩壊 54
箇所、深層崩壊以外で河道閉塞が発生した崩壊 6箇所、十津川大水害（明治 22年（1889
年））において河道閉塞による湛水池を形成した深層崩壊 28 箇所の計 88箇所（表 2.2.1
参照）を対象に、“地形”、“地質・地質構造”、“水文（降雨・地下水）”に着目した調査

を行いました（写真 2.2.1～写真 2.2.2、図 2.2.1～図 2.2.2参照）。 

【調査箇所】      表 2.2.1 深層崩壊の発生に関する調査箇所 
調査箇所 箇所数 崩壊・斜面の抽出条件

紀伊半島大水害における深層崩壊 54箇所 平成 23 年台風第 12 号により発生した新規崩壊で、崩
壊面積 10,000m2以上かつ推定崩壊深 10m以上の崩壊

紀伊半島大水害において深層崩壊以
外で河道閉塞が発生した崩壊 6箇所 平成 23 年台風第 12 号により発生した深層崩壊以外の

崩壊で、河道閉塞が発生した崩壊 

十津川大水害において河道閉塞によ
る湛水池を形成した深層崩壊 28箇所

明治期の旧版地形図を用いて崩壊地判読を行い、吉野

郡水災誌（明治 24年）などの文献等と照合し、新湖と
呼ばれる河道閉塞を形成した崩壊を特定 

計 88箇所 － 

【調査項目】 
① 地表踏査（現地での地表面の観察など） 
② 地形調査（航空写真を用いた地形判読など） 
③ 地質・地質構造調査（地質図などの収集・整理、走向傾斜の現地確認など） 
④ 降雨調査（雨量データの収集・整理） 
⑤ 水質調査（pH、電気伝導度などの計測） 
⑥ 崩壊発生時刻の調査（聞き取り調査など） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2.2 水質調査の事例 

調査の様子 

写真 2.2.2 聞き取り調査の事例 
 

写真 2.2.1 地表踏査の様子 図 2.2.1 地形調査（航空写真による判読例） 
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2.3. 深層崩壊に伴う被害に関する調査 

 紀伊半島大水害時の被害・避難の実態を把握するため、深層崩壊による人的被害・家

屋被害を受け、地域住民等の目撃情報などが得られた 20 箇所について、地区の代表者
や行政担当者等への聞き取り調査を行いました（図 2.3.1参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. 崩壊後の状況調査 

五條市大塔町赤谷地区や十津川村栗平地区では、発災後 3年間に台風等の大雨による
拡大崩壊や河道閉塞の侵食が発生し、崩壊地から熊野川本川への土砂流出が確認されて

います。また、明治 22年（1889年）の十津川大水害で形成された河道閉塞が、平成 23
年台風第 12 号の豪雨により、大きく侵食されて土石流化し、下流域に被害を与えた事
例も確認されています。 
このため、今後の監視・警戒の観点から、崩

壊地の拡大や、河川に堆積した大量の土砂の二

次移動などの経年的な変化を確認することを目

的に、崩壊地下流に集落や道路などの保全対象

が存在する 22箇所を対象に、UAV（無人飛行機）
等を用いた状況把握を行いました（写真 2.4.1参
照）。 

 

図 2.3.1 聞き取り調査の事例（調査票） 

写真 2.4.1 撮影した崩壊斜面の様子 

（天川村栃尾
と ち お

地区,H26.11.12 撮影） 

使用した UAV 
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2.5. 調査成果のとりまとめ（紀伊半島大水害大規模土砂災害アーカイブ） 

発災後 3年間に実施した各種調査成果を『紀伊半島大水害大規模土砂災害アーカイブ』
（以下、アーカイブと称する）としてとりまとめ、本報告付属の電子媒体（DVD）に記
録・保存しました。アーカイブは、各種調査成果の散逸を防ぎ、これらを電子データと

して、今後広く活用し、後世に伝えることを目的に構築しました（図 2.5.1参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5.1 調査成果のとりまとめ体系 
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3. 紀伊半島大水害における深層崩壊のメカニズム  

前述の調査成果をもとに、崩壊（発生場所、発生時刻）、被災の観点から、紀伊半島

大水害における深層崩壊のメカニズムを分析しました。 
 

3.1. 崩壊メカニズム 

紀伊半島大水害における深層崩壊の発生場所や発生時刻の実態を調査し、その特徴な

どを分析しました。 

3.1.1. 発生場所 

（1）地形 
 深層崩壊が発生した斜面の地形的な特徴を把握するため、災害前後の航空写真等を

用いた地形判読や現地踏査を実施し、発生場所の地形的特徴を分析しました。 
 その結果、平成 23年台風第 12号で発生した深層崩壊は“北向き斜面”で多発して
いることが分かりました（54箇所中 35箇所：65%、図 3.1.1参照）。また、既往の研
究において深層崩壊と結びつきが強いとされる“重力変形により形成された微地形”

に着目すると、深層崩壊が発生した斜面には“山頂に緩斜面が分布”（54 箇所中 36
箇所：67%、図 3.1.2 参照）、“発生前の斜面に崩壊跡地が分布”（54箇所中 41箇所：
76％、図 3.1.3参照）していることなどが分かりました。 
 また、このような深層崩壊が発生した箇所の地形的特徴から、深層崩壊の発生場所

を絞り込むことを試みましたが、奈良県南部地域には類似した地形が広く分布するこ

とから、地形的特徴だけでは絞り込むことはできませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.1 紀伊半島大水害において深層崩壊が発生した斜面の特徴 

（北向き斜面で多発） 
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図 3.1.2 紀伊半島大水害において深層崩壊が発生した斜面の特徴 

（山頂緩斜面の分布） 

図 3.1.3 紀伊半島大水害において深層崩壊が発生した斜面の特徴 

（崩壊跡地の存在） 
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（2）地質・地質構造 
 深層崩壊が発生した斜面の地質的特徴を把握するため、現地踏査や既往の地質情報

の収集を行い、発生場所の地質的特徴を分析しました。 
その結果、平成 23年台風第 12号で発生した深層崩壊は“地層が流れ盤”の斜面で

多発していることが分かりました（54箇所中 39箇所：72％、図 3.1.4参照）。 
 また、このような深層崩壊が発生した箇所の地質的特徴から、深層崩壊の発生場所

の絞込みや崩壊深の推定などを検討しましたが、断層や褶曲の多い奈良県南部地域で

は、広域の地質構造を均質に評価することが難しく、斜面ごとに地質構造を調べる必

要があることがわかりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（3）水文（降雨・地下水） 

深層崩壊の直接的な発生原因となった降雨の特徴を

把握するため、気象庁などの降雨観測データや解析雨

量を収集し、等雨量線図（図 3.1.5参照）や、崩壊地近
傍の雨量データから崩壊地ごとのハイエトグラフ（降

雨量の時系列）を整理しました。整理した資料は、深

層崩壊の発生のタイミングを検討する際の基礎資料と

して活用しました。 
また、湧水や沢水などに関しては、山中の地下深部

を流れた地下水の水質に関する既存研究を参考に、崩

壊地及びその周辺で水質調査を実施しました。結果と

して、何地点かで特徴的な湧水を確認することはでき

ましたが、現段階では深層崩壊に結びつく水質変化の

指標が明確でないため、将来的な活用を見据えて、デ

ータを『紀伊半島大水害大規模土砂災害アーカイブ』

に蓄積しました。 

図 3.1.4 紀伊半島大水害において深層崩壊が発生した斜面の特徴（流れ盤構造） 

図 3.1.5 等雨量線図 

（平成 23 年 8 月 30 日 17 時 

～9 月 4 日 24 時までの連続雨量） 
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3.1.2. 発生時刻 

深層崩壊がどのような降雨状況で発生したのかを把握するため、聞き取り調査を実施

し分析しました。その結果、平成 23年台風第 12号の豪雨による深層崩壊は、降り始め
からの累積雨量が 600mm を越えた頃から発生し、降雨ピーク後や降雨が降り止んだ後
にも発生していることが分かりました（図 3.1.6参照）。 
一方、時間雨量は 20～50mm程度であり、県南部地域としては大きな値ではありませ

んでした（1977 年以降の最大 1 時間降水量は 62mm：気象庁風屋地域気象観測所）。し
たがって、平成 23年台風第 12号により発生した深層崩壊は、崩壊の誘因として累積雨
量が影響しているものと考えられます。 
また、平成 23年台風第 12号による主な土砂災害は、表層崩壊から始まり、降雨ピー

ク後や降雨後に深層崩壊が発生していますが、それらのほとんどが土砂災害警戒情報の

発表後に発生していることから、土砂災害警戒情報の有用性が確認されました（図 3.1.7
参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

深層崩壊発生 
平成23年台風第12号では、 
累積雨量が600mmを超えると 

最大時間雨量は 
20～50mm程度 

図 3.1.6 平成 23 年台風第 12 号における崩壊発生時の累積雨量と最大時間雨量 
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図 3.1.7 平成 23 年台風第 12 号における雨量状況と崩壊発生時刻など 
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3.2. 被災メカニズム 

十津川大水害で大きな被害を経験し、石碑等で被災を語り継いでいる地域において、

“事前の自主避難”や“避難先の危険性が高まりさらなる避難が必要となった場合の緊

急避難”が成功して人的被害を免れている事例が確認されました。一方で、自主避難先

で被災した事例や雨が降り止んだ後に自主避難先から戻って被災した事例も確認され

ました。 
また、発生したがけ崩れや土石流、河川の増水などにより集落が孤立し、避難ができ

ない状況の中で深層崩壊等が発生する“複合土砂災害”の事例が確認されました（図 3.2.1
参照）。 
こうした調査結果から被災実態と避難行動を分析しました。 
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地区内で 
深層崩壊発生

図 3.2.1 紀伊半島大水害において広域避難が制限された事例（十津川村長
なが

殿
との

地区） 

国土地理院の数値地図 50000（地図画像）『伯母子岳、釈迦ヶ岳』を掲載 
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【参考】十津川大水害について 
奈良県南部では、明治 22 年（1889 年）にも「十津川大水害」と呼ばれる大規模

な土砂災害が発生し、死者 245 名、流出・全壊家屋 824 戸の甚大な被害が生じてい
ます(写真 3.2.1、写真 3.2.2 参照)。崩壊土砂量は約 2 億 m3と推定されています（紀

伊半島大水害の約 2倍）。 
奈良県では、吉野郡水災誌や明治 44年に発行された地形図等から、約 1,100箇所

で崩壊を確認し、そのうち 28箇所が河道閉塞により湛水池（吉野郡水災誌では新湖
と称しています）を形成した深層崩壊※であったと推定しています（図 3.2.2参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※十津川大水害における深層崩壊の抽出条件 

崩壊面積 10,000㎡以上、推定崩壊深 10m以上、河道閉塞が発生した箇所  等 

十津川大水害の深層崩壊箇所 

十津川大水害における 
深層崩壊発生箇所 

写真 3.2.1 吉野郡水災誌（復刻
版） 当時の被災状況が詳細に記録
されています。 

写真 3.2.2 十津川大水害時の 

十津川村長
なが

殿
との

地区 

河道閉塞決壊後の水溜まりを舟で

渡っている様子。 

出典）吉野郡水災誌（復刻版） 
図 3.2.2 十津川大水害で発生した深層崩壊箇所 

写真 3.2.3 十津川村

重里地区（大畑
おおはたけ

瀞
どろ

） 

十津川大水害でできた

河道閉塞が、平成23年台

風第 12 号で大きく侵食さ

れ、下流に土砂が流出し

ました。 

国土地理院の数値地図 200000（地図画像）
『和歌山、田辺、伊勢、木本』を掲載 
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3.2.1. 被災実態と避難行動 

 深層崩壊による被災は、深層崩壊で生じた土石等の流下機構・形態により、A.崩土の
直撃による被災（五條市大塔町清水（宇井）地区など）、B.土石流による被災（黒滝村赤
滝地区など）、C.河道閉塞（天川村坪内地区など）による被災の 3タイプがありました（図
3.2.3参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（A）崩土の直撃による被災 
 崩土の直撃による被災では、深層崩壊地の対岸側で河床からの比高 40m付近にある
人家が被災した事例（写真 3.2.4 参照）や、河川に大量の土砂が急激に流入すること
で発生した“段波”により上流側の建物が被災したと思われる事例が確認されました。

崩土の直撃による被災は、崩壊から被災までの時間が短く、避難行動の時間的猶予が

極めて短いことが確認されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  写真 3.2.4 被災事例：五條市大塔町
おおとうちょう

清水
し み ず

（宇井
う い

）地区 

■集落対岸の斜面が崩壊し、土砂が集落を直撃

右岸側；深層崩壊が発生した 
清水地区 

左岸側；被災した 
宇井地区 

被災した宇井地区 

図 3.2.3 深層崩壊で生じた土石等の流下機構・形態による分類 

（出典：深層崩壊に対する国土交通省の取り組み,平成 24 年 11 月,国土交通省水管理・国土保全局砂防部 

一部加筆） 

A.崩土の直撃による被災 B.土石流による被災 C.河道閉塞による被災 

土石流に 
よる被災 

崩落土砂に 
よる被災 

湛水による
被災 

河道閉塞の
形成・決壊 
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（B）土石流による被災 
 土石流による被災では、深層崩壊の発生地点から 3km 下流の集落が被災した事例
（写真 3.2.5 参照）や、土砂が河川に流入することで一時的に水流が押し出されて人
家が被災した事例が確認されました。土石流は、谷幅や勾配等によって速度が変わり

ますが、ひとたび発生すると避難行動の時間的猶予はほとんどないことが分かりまし

た。また、被災した人家は、全てが河川に近い低い土地に建てられていたという特徴

がありました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 3.2.5 被災事例：黒滝村赤
あか

滝
たき

地区 

深層崩壊 

深層崩壊 
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（C）河道閉塞による被災 
 河道閉塞による被災では、河道閉塞の上流側での湛水被害（写真 3.2.6 参照）や決
壊に伴う下流側での氾濫被害（写真 3.2.7 参照）によって、人家が被災した事例が確
認されました。被災した人家は、全てが河川に近い低い土地に建てられていたという

特徴がありました。 
また、五條市大塔町赤谷地区や十津川村長殿地区などでは大規模な河道閉塞が形成

され、決壊した場合には下流側の集落等に大きな被害が発生する可能性があったため、

災害対策基本法に基づく警戒区域の設定・住民への避難指示等の発令が行われ、長期

間の警戒・避難が必要になりました。 
一方、河川の水位や流れの変化を監視することで河道閉塞を察知し、安全に避難し

た事例がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 河道閉塞の決壊に伴う氾濫被害

写真 3.2.7 被災事例：五條市大塔町
おおとうちょう

清水
し み ず

地区 

清水地区 

 

河道閉塞決壊前 

清水地区 

氾濫状況

河道閉塞決壊後 

河道閉塞決壊後 

■ 湛水に伴う氾濫被害

写真 3.2.6 被災事例：天川村坪内
つぼのうち

地区、南日
みなみひ

裏
うら

地区 

2011/9/4 13：49撮影

2011/9/4 15：46撮影

崩壊発生 約2時間後

崩壊発生 約4時間後

崩壊（冷水） 崩壊（芦ノ瀬） 

河道閉塞 
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3.2.2. 被害の発生場所の特徴 

 紀伊半島大水害において被害を受けた地点について、崩壊土砂の移動痕跡の調査や、

地域住民等への聞き取り調査より確認したところ、被害形態が「対岸からの崩土の直撃

による被害」「湛水による被害」「氾濫による被害」「段波による被害」など様々ですが、

被害を受けた建物や道路は、河床からの高さが最大で 40m でした（図 3.2.4、写真 3.2.8
参照）。このことから、河床から高いといっても、安全とは限らないことがわかりまし

た。

 

 

 

 

 

 写真 3.2.8 流出土砂による被害範囲 

（五條市大塔町
おおとうちょう

宇井
う い

地区） 

目撃情報による崩土の移動方向 

比高 40m 

図 3.2.4 深層崩壊に起因する建物等の被害形態と 
河床からの比高 
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4.  奈良県深層崩壊マップ  

『奈良県深層崩壊マップ』（以下、マップ）は、独立行政法人土木研究所が公表した

「深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）（平成 20年 11月）」をもとに、
紀伊半島大水害の実績を反映した上で、深層崩壊が発生しやすい地域を示すことを目的

に作成しました（図 4.1参照）。 
マップは、奈良県内で発生した紀伊半島大水害を含む過去の深層崩壊地の密度分布か

ら作成範囲を設定し、深層崩壊の発生危険度を 1km2程度の流域ごとに“深層崩壊跡地”、 
“重力変形により形成された微地形”、勾配や集水面積などの“地形量”の 3 要素で相
対的な危険度を評価して作成しました。そのため、マップは深層崩壊が発生する可能性

が高い範囲で作成され、その範囲内での相対的な危険度を評価しているものであること

に留意して使用する必要があります。 
マップは広域的な危険度を示すため、主として行政機関の防災・インフラ部門担当者

が広域的な防災拠点・避難先を検討し、地域防災計画などへ反映することを想定してい

ます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.1 奈良県深層崩壊マップの作成経緯 
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（1）作成範囲 

マップは、平成 22年に国土交通省が公表した「深層崩壊推定頻度マップ」（図 4.2
参照）において、深層崩壊が発生する頻度が、“特に高い”及び“高い”と評価され

ている地域を対象としました。作成にあたっては、奈良県内で過去に発生した深層

崩壊の跡地を、空中写真判読により抽出し、深層崩壊跡地が奈良県南部地域（中央

構造線以南）に集中して分布していることを確認しました（図 4.3参照）。 
これらより、マップの作成範囲は深層崩壊の発生が懸念される奈良県南部地域（中

央構造線以南）としました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2）作成方法 

深層崩壊の発生が懸念される奈良県南部地域（中央構造線以南）を対象に、地質

が概ね等しいと考えられる区域ごとに、深層崩壊の危険度を評価しました。小渓流

（1km2 程度）に区分し、“過去に発生した深層崩壊跡地”、“深層崩壊に結びつきが

強い微地形”、“集水面積や勾配といった地形量”をもとに、相対的に評価しました。

評価結果に基づき、各渓流を相対的な危険度の“高い渓流”、“やや高い渓流”、“や

や低い渓流”、“低い渓流”の 4段階に区分しました（図 4.4、図 4.5参照）。 

 

 

図 4.2 深層崩壊推定頻度マップ 
（出典：平成 22 年 8月,国土交通省） 

図 4.3 深層崩壊跡地密度の状況 

深層崩壊跡地

深層崩壊跡地密度

特に多い（22個以上）

多い（11～21個）

少ない（1～10個）

なし（0個）

奈良県深層崩壊マップ
作成対象市町村

凡　　例
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（3）奈良県深層崩壊マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【奈良県深層崩壊マップの留意点】 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4 深層崩壊の危険度判定の方法 

図 4.5 奈良県深層崩壊マップ 

 深層崩壊の危険度は、小渓流単位の評価であり、渓流内の特定の斜面の危険度を示すも
のではありません。 

 地質が概ね等しいと考えられる区域内での相対的な評価であるため、異なる地質の区域
（四万十帯、秩父帯）を比較することはできません。 

 「深層崩壊推定頻度マップ」（平成 22年,国土交通省）において、深層崩壊の発生する頻度
が“特に高い”及び“高い”とされている奈良県南部地域を対象に、『奈良県深層崩壊マッ

プ』を作成しています。そのため、『奈良県深層崩壊マップ』での評価が“相対的な危険度

の低い渓流”（黄色で表示）であっても、深層崩壊が発生する可能性があります。 
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（4）活用方法 

“市町村の全体を見る”ことで、深層崩壊の危険度が高い範囲、あるいは低い範

囲が、どのあたりに分布しているのか把握することができます。また、“河川沿い

や道路沿いで隣接する他市町村を見る”ことで、隣接地域の危険度分布を把握する

ことができます。これにより、自らの市町村に深層崩壊の影響が及ぶ可能性がある

か知ることができます。こうした深層崩壊に関する情報を、地域防災計画へ反映す

ることなどが考えられます（図 4.6参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.6  奈良県深層崩壊マップの活用方法 
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5. 研究の結果と今後の方向性 

5.1. 研究の結果 
研究会では、平成 23 年台風第 12 号により発生した深層崩壊の実態把握（『深層崩壊

のメカニズム解明』）、調査成果の保存（『紀伊半島大水害大規模土砂災害アーカイブ』

の構築）、調査成果を踏まえた『奈良県深層崩壊マップ』の作成を行いました。 

■ 深層崩壊のメカニズム解明 

平成 23 年台風第 12 号により多数発生した深層崩壊や河道閉塞などによる大規模土
砂災害が発生したため、これらの崩壊実態（発生場所、発生時刻など）や被災実態（崩

壊発生時刻、被害状況、避難状況など）について各種調査を実施しました。深層崩壊

が発生した時点の降雨状況や深層崩壊が発生した斜面に共通する地形的・地質的特徴

（北向き斜面や地層が流れ盤の斜面で多発など）を確認しました。深層崩壊の発生に

は地形・地質・地下水などさまざまな要素が複合的に関連していることが分かりまし

た。確認した事象は“崩壊メカニズム”、“被災メカニズム”に分けて分析し、深層崩

壊に対する知見として整理しました。 

■ 紀伊半島大水害大規模土砂災害アーカイブ 

調査成果の散逸を防ぎ、災害記録を次世代へ継承するため、『紀伊半島大水害大規模

土砂災害アーカイブ』を構築しました。深層崩壊は発生頻度の低さから研究事例が少

ないため、アーカイブに蓄積した 88箇所の調査成果は貴重なデータとなります。 

■ 奈良県深層崩壊マップ 

深層崩壊のメカニズム解明で得られた知見や既往研究成果をもとに、深層崩壊の発

生危険度を示すマップとして、『奈良県深層崩壊マップ』を作成しました。マップは、

深層崩壊の発生危険度を概ね 1km2の小流域単位で相対評価し、発生危険度を 4区分で
示しており、広域的な警戒避難の検討に活用することができます。 

5.2. 今後の方向性 
調査成果は、本県をはじめとする国内外の深層崩壊の危険性を有する地域において、

調査研究・対策検討のための基礎資料として活用していただけるよう『紀伊半島大水害

大規模土砂災害アーカイブ』として公開します。 
深層崩壊は発生頻度が低く事例が少ないため、発生場所や被害予測を精度良く推定す

る手法は確立されていませんが、国や研究機関による技術開発が進められており、地中

の構造・地下水の性状把握や土砂移動モニタリングなどによる“発生予測技術”の向上

と、地震計による深層崩壊発生位置の推定や土砂移動シミュレーションなどによる“被

害予測技術”が向上することで、『奈良県深層崩壊マップ』の精度向上が図られると思

われます。 
今後、奈良県では国や市町村、研究機関と連携を図りながら、深層崩壊研究・対策の

進展に寄与していきたいと考えています。 
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1.  大規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会の概要  

奈良県では、平成 23年台風第 12号（紀伊半島大水害）を受けて、学識者、国土交通
省、三重県、和歌山県、奈良県、県内の 4市村（五條市、天川村、野迫川村、十津川村）
により構成される大規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会（以下、システム検

討会）を設置し、別途設置した研究会の研究成果等をもとに、紀伊半島大水害を踏まえ

た“大規模土砂災害の監視・警戒・避難のシステムづくり”を検討しました（図 1.1 参
照）。 
システム検討会は平成 23年 12月から平成 27年 2月にかけて計 13回開催しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 大規模土砂災害の監視・警戒・避難のシステムづくり  

奈良県では、紀伊半島大水害の発災前から砂防法、土砂災害防止法等の法律に基づき、

主として表層崩壊に伴って発生する崖崩れや土石流に対するハード対策、ソフト対策を

実施してきました。ところが、紀伊半島大水害では深層崩壊や複合土砂災害※といった、

これまでの対策だけでは十分に効果が期待できない大規模土砂災害を経験しました。そ

のため奈良県では、研究会で明らかにされた深層崩壊のメカニズム解明による知見や教

訓から、ソフト対策に重点をおき、表層崩壊から深層崩壊まで対応できる“大規模土砂

災害の監視・警戒・避難のシステムづくり”に取り組みました。 
 
 
※複合土砂災害 
規模の異なる崩壊、土石流、洪水氾濫、土砂氾濫などが、複合的に関係する土砂災害 

 

図 1.1 大規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会と深層崩壊研究会の位置づけ 

大規模土砂災害の監視・警戒・避難の 

システムづくり 

深層崩壊のメカニズム解明と対策研究 深層崩壊研究会 

大規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会 
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2.1. 深層崩壊メカニズム解明による知見・教訓 

システム検討会では、研究会で明らかにされた深層崩壊メカニズム解明による知見を

もとに、土砂災害から住民の命を守るために必要な教訓を確認しました。 
 
 
知見１ 

・ 平成 23 年台風第 12 号に伴う深層崩壊は累積雨量 600mm 以上で発生し、降雨のピ
ーク後にも発生した。 

 教訓  

⇒ 降雨のピーク後にも深層崩壊が発生する場合があるため、避難勧告等の解除のタイ
ミングなどに、充分に留意する必要がある。 

⇒ 災害発生のタイミングを想定した避難行動が必要である。 

知見２ 

・深層崩壊は過去に崩壊した痕跡のある斜面付近で発生した。 
 教訓  

⇒ 奈良県深層崩壊マップの参考資料（奈良県深層崩壊跡地分布図）等を活用しながら、
地域に残る災害伝承や災害記録を共有する必要がある。 

知見３ 

・近年発生していなかった深層崩壊に伴う被害（河道閉塞による湛水被害・氾濫被害、

崩壊地対岸への被害など）が発生した。 
・深層崩壊の発生頻度は低いが、発生した場合の被害は甚大となる。 
 教訓  

⇒ 降雨の状況に応じて、深層崩壊に伴う被害を想定した避難行動が必要な場合がある。 

知見４ 

・紀伊半島大水害では、浸水、がけ崩れ、土石流、深層崩壊などによる災害が複合的

に発生した。 
・深層崩壊が発生する前に道路、電線、光ケーブル等が寸断したため、交通や情報の

孤立が発生し、住民の避難行動や行政の対応が制限されていた。 
 教訓  

⇒ 複合土砂災害に対応した避難行動が必要であり、避難のタイミングを充分に検討す
る必要がある。 

⇒ 交通・情報の孤立への備えが必要である。 
⇒ 自分の命は自分で守る姿勢が必要である。 

知見５ 

・紀伊半島大水害では自主避難で被害を免れた多くの事例があった。 
 教訓  

⇒ 地域に残る災害伝承や災害記録を共有し、後世に残していく必要がある。 

深層崩壊メカニズム解明による知見から得られた教訓 
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2.2. 大規模土砂災害の監視・警戒・避難のシステムづくりの方針 

紀伊半島大水害の教訓から、大規模土砂災害の発災時には交通・電気・通信等のイン

フラが寸断される可能性が高く、行政の対応が十分に機能しないことが想定されます。

システム検討会では、住民や地域ぐるみでの“命を守る行動”を重視し、住民や地域が

行政と連携して災害に強い地域づくりを目指すために、以下の方針を策定しました。 
 
 
○住民自らが、自分の命を守る行動をとる。（自助） 

○教え合いや助け合いによる地域の連携を強化する。（共助） 

○必要な情報を提供し、住民や地域の防災活動を支援する。（公助） 

 

2.3. 大規模土砂災害の監視・警戒・避難のシステムづくりの取り組み 

“大規模土砂災害の監視・警戒・避難システムづくりの方針”を踏まえ、①災害発生

の時期・時間（いつ？）、②災害発生の場所（どこで？）、③災害への備え（どうする？）

の３つの観点から整理を行い、住民が主体となって避難先や避難ルート、避難のタイミ

ングを考えることを目指して「土砂災害地域防災マップづくり」を進めることとしまし

た（図 2.3.1参照）。 

①災害発生の時期・時間（いつ？） 
・警戒避難のタイミングを知ることを目的に、紀伊半島大水害での深層崩壊がどのよ

うな降雨状況の中で発生したかを調査し、『深層崩壊カルテ』に整理する。 

・国、県、市村が紀伊半島大水害後に取り組んだ雨量情報の配信、連絡体制の強化、

情報通信機器の配備、避難開始を判断する基準づくり等を『出水期の取り組み事例

集』として整理する。 

②災害発生の場所（どこで？） 
・土砂災害防止法による「土砂災害警戒区域」等の指定を進める。 

・深層崩壊が発生する危険性が高い場所を推定するため、深層崩壊の発生危険度を示

した『奈良県深層崩壊マップ』を作成する。 

③災害への備え（どうする？） 
・紀伊半島大水害の教訓を風化させないために、紀伊半島大水害大規模土砂災害アー

カイブを構築し、災害の知恵として後世に残すための防災教育等を実施する。 

・平時の備えや災害時にとるべき行動を周知・啓発するための『防災教育コンテンツ』

を作成する。 

・県及び市町村の「地域防災計画」に、紀伊半島大水害を踏まえた大規模土砂災害へ

の備えや対応を反映する。 

  

大規模土砂災害の監視・警戒・避難システムづくりの方針 
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図 2.3.1 大規模土砂災害の監視・警戒・避難システムづくりの取り組み 

 
※ 取り組み成果は、本報告に付属する DVD『紀伊半島大水害 大規模土砂災害アーカイ
ブ』として記録・保存されているほか、奈良県ホームページ（砂防課・深層崩壊対策

室）でも公開しています。 

深層崩壊カルテ 
（付属 DVD ■基礎資料 3.深層崩壊とりまとめ資料（深層崩壊カルテ）） 

出水期の取り組み事例集 
（付属 DVD ■研究成果 7.出水期の取り組み事例集） 

奈良県深層崩壊マップ 
（付属 DVD ■研究成果 2.奈良県深層崩壊マップ、3.奈良県深層崩壊マップの解説） 

防災教育コンテンツ 
（付属 DVD ■研究成果 6.防災教育コンテンツ） 
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2.3.1. 土砂災害地域防災マップづくり（ガイドライン・事例集） 

土砂災害地域防災マップづくりは、住民や地域が主体となってマップを作成する過程

を重視し、住民が自分達の住む地域の特性に“気づき”、とるべき避難行動について考

える“きっかけ”となることを目的としています。そうした土砂災害地域防災マップづ

くりを支援するため、『土砂災害地域防災マップづくりガイドライン』※及び『土砂災害

地域防災マップづくり事例集』※を作成しました（図 2.3.2参照）。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 土砂災害地域防災マップづくり ガイドライン 
（付属 DVD ■研究成果 4.土砂災害地域防災マップづくり ガイドライン） 

  土砂災害地域防災マップづくり 事例集 
（付属 DVD ■研究成果 5.土砂災害地域防災マップづくり 事例集） 

 

  

図 2.3.2 土砂災害地域防災マップづくりの体系 
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（1）土砂災害地域防災マップづくりガイドライン 
 『土砂災害地域防災マップづくりガイドライン』は、自主防災組織や住民の方が主

体となって実施できるよう、マップづくりの手順を分かりやすく解説しました。次の

4つの段階を 12のステップ（手順）で整理しています（図 2.3.3参照）。 

  
【第１段階】準備します 

【第２段階】マップを作ります 

ステップ 1  自宅やランドマークなどを書き込んでみましょう 
ステップ 2  地域の避難先・避難路を調べましょう 
ステップ 3  地域の防災資源を確認しましょう 
ステップ 4  地域の助け合いを確認しましょう 
ステップ 5  がけ崩れ・土石流等の土砂災害について調べましょう 
ステップ 6  深層崩壊について調べましょう 
ステップ 7  浸水について調べましょう 
ステップ 8  地域における危険な箇所を確認しましょう 

【第３段階】マップから考えます 

ステップ 9  現地確認を確認しましょう 
ステップ 10 地域で起こりうる災害を話し合いましょう 
ステップ 11 とるべき避難行動を話し合いましょう 
ステップ 12 地域と個人の役割を話し合いましょう 

【第４段階】マップを使います 

マップを利用した防災訓練の実施、マップの改善、マップの定期的な更新など 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3.3 土砂災害地域防災マップづくり ガイドラインの概要 

土砂災害地域防災マップづくりの 4つの段階と 12 のステップ（手順） 
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（２）土砂災害地域防災マップづくり事例集 
『土砂災害地域防災マップづくり事例集』は、土砂災害地域防災マップづくりの参

考資料として活用されることを想定し、奈良県南部地域のモデル地区（4 地区）にお
いて実施した調査・検討、地域での話し合いを整理しました（図 2.3.4～図 2.3.6参照）。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3.4 土砂災害地域防災マップづくり 事例集の概要 

図 2.3.5 モデル地区での意見交換会 
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図 2.3.6 「土砂災害地域防災マップ」の作成イメージ 
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2.3.2. 災害の記録や経験の伝承活動（防災教育コンテンツ） 

紀伊半島大水害の経験を風化させず、次世代に継承していくための伝承活動として

『防災教育コンテンツ』※（以下、コンテンツ）を作成しました（図 2.3.7参照）。 
コンテンツは、『紀伊半島大水害大規模土砂災害アーカイブ』に蓄積されたデータを

もとに、県民がホームページから簡単に防災関連情報を学べる防災教育 WEB コンテン
ツと、行政職員による出前講座や展示会などでの防災啓発活動の補助として広報用素材

を作成しました。広報用素材には、表層崩壊と深層崩壊の規模・被害のイメージを分か

りやすく伝える模型、子供にも分かりやすいアニメーションや動画を組み込んだプレゼ

ンテーション資料、展示用パネルを作成しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3.7 防災教育コンテンツの概要 

※防災教育コンテンツ（付属 DVD ■研究成果 6.防災教育コンテンツ） 
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2.3.3. 地域での取り組み 

（1）地域での取り組み事例 
紀伊半島大水害を経験した市町村では、災害の教訓を活かして、地域特性を反映し

た土砂災害地域防災マップの作成、大規模土砂災害時の集落の孤立を想定した衛星携

帯電話、ガス式発電機の配備、個人宅を含めた集落単位での避難先の見直し、避難基

準とする河川水位を確認できる

量水標設置などの取り組みが進

められています。 
奈良県では、災害に備えるため

の参考となるこのような先進的

な取り組み事例を『出水期の取り

組み事例集』※で紹介しています

（図 2.3.8～図 2.3.11参照）。 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.3.8 出水期の取り組み事例の収集 

図 2.3.9 取り組み事例集の記載例（危険な場所を知る） 
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図 2.3.11 取り組み事例集の記載例（行政機関内の体制強化） 

図 2.3.10 取り組み事例集の記載例（簡易な監視装置） 

※出水期の取り組み事例集（付属 DVD ■研究成果 7.出水期の取り組み事例集）
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（２）奈良県深層崩壊マップの地域防災計画への反映 
 奈良県では、平成 26年 3月に紀伊半島大水
害での経験・教訓を踏まえた「奈良県地域防

災計画」の見直しが完了しました。その中で

は、「大規模土砂災害防止対策」の節が新設さ

れ、深層崩壊を含む大規模土砂災害への備え

が記載されています。 
こうした県の見直しを踏まえ、各市町村に

おいても、地域防災計画の見直し作業が進め

られています。 
奈良県では、奈良県深層崩壊マップ作成範

囲の市町村に対し、マップの内容と利用方法

に関する説明を行い（写真 2.3.1 参照）、“奈良県深層崩壊マップの地域防災計画への
反映”や“防災マップづくり”についての状況の確認を行いました。 
 なお、奈良県深層崩壊マップに関しては、既存の土砂災害ハザードマップと並べて、

公民館に掲示している事例がありました（写真 2.3.2参照）。地域住民は土砂災害警戒
区域や深層崩壊の発生危険度を同時に確認することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2.3.1 関係市町村への説明 

（五條市） 

奈良県深層崩壊マップ 土砂災害ハザードマップ 

写真 2.3.2 奈良県深層崩壊マップを公民館に掲示している事例（下北山村） 

拡大 
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3. 今後の課題・取り組みの推進について  

大規模土砂災害の監視・警戒・避難システムに関する今後の課題は、県内全域の防災

意識を高い水準に押し上げることにあり、紀伊半島大水害の記憶の風化防止や被災して

いない地域との防災意識の温度差を減らす努力を継続していく必要があります。 
奈良県では、地域ごとのマップづくりを県南部地域に展開するとともに、県全域への

拡大も順次進めていきます。県北部では、平成 26 年広島災害のような市街地での土砂
災害も想定した取り組みを進めます。また、災害の教訓を風化させないよう、他機関等

との連携による防災教育メニューの充実等、継続的な働きかけを行います（図 3.1参照）。 
今後は、国土交通省等が進めている、深層崩壊の発生雨量の予測や発生した時の早期

発見に向けたデータの蓄積などの取り組みの高度化に合わせて、大規模土砂災害の監

視・警戒・避難のシステムづくりを推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1 今後の取り組みの推進 
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